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財政破綻を未然に防止する 

07 年 3 月、北海道夕張市が財政破綻し

財政再建団体となった。従来、地方自治

体の破綻への対処に対しては、1955 年制

定の地方財政再建特別措置法で定められ

ていた。この法律では財政赤字が一定程

度以上になると財政再建団体に指定され、

国の管理下で財政立て直しを図ることと

されていたが、財政破綻を未然に防ぐ枠

組みがなく、また財政をチェックする対

象も一般会計のみとしていた。 

そこで、07 年に自治体財政健全化法が

制定され、従来の財政再建団体にあたる

財政再生団体のほか、財政破綻に至る兆

候がある自治体を早期健全化団体とし、

財政健全化を前広に行う枠組みが作られ

た。また判断にあたっては一般会計だけ

ではなく、公営企業や第三セクターも対

象に含まれるようになった。 

 

4 つの指標で判断 

早期健全化団体に該当するかは次の 4

つの健全化判断比率を用いる。 

①一般会計の財政赤字の規模を表す「実

質赤字比率」 

②一般会計以外も含めた財政赤字の規模

を表す「連結実質赤字比率」 

③地方債の返済額の規模を表す「実質公

債費比率」 

④地方債の返済額と将来支払う可能性の

あるその他の負担の規模を示す「将来

負担比率」 

これらのうち１つでも、定められた

健全化判断基準を上回ると早期健全化

団体となり、財政健全化計画の策定と、

個別外部監査などが義務付けられる。 

さらに①～③のいずれかが定められた

再生判断基準を上回ると、財政再生団体

となる。この場合には外部監査の他、財

政健全化計画よりも厳しい財政再生計画

の策定などが義務付けられ、実質的に国

の管理下に置かれる。特に財政再生団体

になると、財政の均衡が求められ公債の

発行が制限されることから、公共サービ

ス提供に支障が生じ、住民の生活に深刻

な影響を及ぼすことになる。 

 

早期健全化団体は減少傾向 

 図表 1 には早期健全化基準以上に該当

する、早期健全化団体及び財政再生団体

の推移を示した。運用が開始された 07 年

度には 43 の自治体が該当したが、直近の

10 年度は 5 つの自治体が該当するに留ま

っている。 

  この背景には早期健全化団体となっ

た自治体が歳入増加や歳出削減に取り組

み、財政健全化に向けた取組みを行った

ことや、08 年度以降、地方交付税交付金

が増額され、歳入が改善したことなどが

挙げられる。 

 いずれにせよ、財政破綻を未然に防ぐ

この制度は、現状機能していると言える

が、仮に今後東日本大震災の復興が進ま

ない場合には、被災自治体を中心に早期

健全化団体が増加する懸念がある。 

図表1 ：健全化判断基準該当の自治体数推移
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